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告   示 

奈良市告示第 203号 

 奈良市営住宅等空家入居者を次のとおり募集する。 

 令和 4年4月1日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 募集戸数 

 別紙のとおり 

2 申込手続 

(1) 入居申込受付期間及び受付場所 

令和 4年 4月 1日（金）から令和 5年 3月 31日（金）までの間。ただし、土日祝、令和 4年 12月 29日（木）

から令和 5年1月3日（火）までを除く。 

住宅課の窓口のみで受付する。 

 (2) 申込方法 

ア 入居申込書に必要事項を記入し、住宅課窓口へ提出する。 

イ 申込みは1世帯1通に限る。2通以上の申込みや、重複した申込みは無効となる。 

(3) 申込資格 

市営住宅 一般向 (ｱ)から(ｵ)までの全ての条件に該当する者が申し込むことができる。 

(ｱ) 現に同居し又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、募

集の翌月から 3 箇月以内に婚姻する予定の者又は配偶者に準ずる者として市長が認める者を含む。）がある

こと。単身者の申込みは、次の aからjまでのいずれかに該当する者に限り可能であるが、住宅が限られる。 

なお、世帯を不自然に分割しての申込みや、今回入居の申込みをする者以外の者に扶養されている者が同

居する申込みはできない。 

ａ 60歳以上の者 

ｂ 身体障害のある者（障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第 15号）別表第 5

号の1級から4級まで） 

ｃ 精神障害のある者（障害の程度が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和 25 年政令

第155号）第6条第 3項に規定する1級から3級まで） 

ｄ 知的障害のある者（障害の程度が cに相当） 

ｅ 戦傷病者で、その障害の程度が、恩給法（大正 12年法律第48号）に規定する特別項症から第 6項症ま

で又は第1款症の者 

ｆ 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている者 

ｇ 生活保護を受けている者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援を受けている者 

ｈ 海外からの引揚者で引き揚げた日から 5年を経過していない者 

ｉ ハンセン病療養所入所者等 

ｊ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成 13年法律第31号）の規定による一時

保護若しくは保護が終了した日から起算して 5 年を経過していない者又は裁判所がした命令の申立てを

行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して 5年を経過していない者 

(ｲ) 奈良市営住宅条例（昭和 61年奈良市条例第14号）に定められた収入基準（基準月収額）以下であること。 

(ｳ) 奈良市内に住所又は勤務場所を有する者で、かつ、住宅に困窮していること。 

(ｴ) 奈良市内の市営住宅等に以前入居又は同居していた者は、家賃等の滞納及び家賃相当損害金等が未納でな

いこと、また、不正の行為による入居等、公営住宅法（昭和 26年法律第 193号）や奈良市営住宅条例等に

違反したことがないこと。 

(ｵ) 現在、市営住宅等に入居又は同居していないこと。ただし、家賃等の滞納がなく、同居している者が婚姻

のため、新たに市営住宅等に入居を希望する場合は除く。（住宅課に届出なく市営住宅等に居住している場

合は、上記(ｴ)の不正の行為に該当する。） 

 



令和 4年 5月 2日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 71号 

－ 5 － 

3 入居者の決定 

(1) 先着順により入居予定者を決定する。 

 (2) 入居予定者に決定された者の提出書類 

ア 住民票（市町村発行。提出日の 3か月以内に発行されたもの） 

家族全員、続柄記載のもの。現在、別の場所に居住している親族（婚姻予定者を含む。）が同居する場合は、双

方の住民票が必要である。 

※ ただし、現在奈良市内に居住している者については住民票の提出は不要とする。 

イ 所得に関する証明書（提出日の 3箇月以内に発行されたもの。） 

入居予定者及び同居予定者全員分の所得に関する証明書が必要である。 

(ｱ) 生活保護受給者以外の者 

ａ 最新年度の市県民税課税（又は非課税）証明書 

所得額、扶養人数、控除額記載のもの。ただし、aが奈良市から発行される者は提出不要。 

ｂ 雇用契約書及び給与明細の写し 

令和2年1月1日以降に就職又は転職した者については aのほか、雇用契約書及び給与明細の写しの提出

を求める場合がある。 

ｃ 退職証明書（勤務先発行）又は離職票 

令和2年1月1日以降に退職した者については a、転職した者についてはa及びbのほか、退職証明書又

は離職票の提出を求める場合がある。 

ｄ 収支明細書 

令和2年1月1日以降に事業を始めた者についてはａのほか、収支明細書の提出を求める場合がある。 

(ｲ) 生活保護受給者 

生活保護受給証明書（市町村発行） 

ウ 個人番号提供書（該当者のみ） 

入居予定者又は同居予定者が奈良市外に居住しており、奈良市において住民情報及び所得の状況を調査するこ

とに同意する場合、個人番号提供書が必要である。 

エ 賃貸借契約書の写し 

現在居住している住宅の家賃額と契約者名がわかる書類が必要である。現在、入居予定者及び同居予定者以外

の親族等が所有する住宅に居住している場合は、所有者が入居予定者及び同居予定者以外の親族等であること及

び家屋の所在地番（現住宅と一致すること）が分かる書類が必要である。 

オ 現住所付近の略図及び現住居の間取り図 

現在、入居予定者と別の場所に居住している同居予定者がいる場合は、双方の略図及び間取り図が必要である。 

カ 戸籍謄本（該当者のみ。提出日の 3箇月以内に発行されたもの。） 

配偶者等がいないことを確認するために必要である。入居予定者と別の世帯で住民票を届出している場合は、

親族関係を確認するために必要である。（住民票上同一世帯の場合を除く。） 

キ 同居承諾書（該当者のみ） 

現在、入居予定者と別の場所に居住している同居予定者がいる場合は、同居承諾書が必要である。（様式は問

わないが、双方の自らの署名が必要である。） 

ク 各種控除に関する証明書（該当者のみ） 

入居予定者又は同居予定者に特別控除対象者がいる場合、特別控除対象者であることを証明する書類が必要で

ある。 

※ 障害者が単身で入居する場合、社会福祉事務所の発行する単身で日常生活ができる旨の証明が必要な場合   

がある。 

ケ 婚姻予約証明書（該当者のみ） 

婚姻予定者（募集月の翌月から 3箇月以内に結婚する者）は婚姻予約証明書に必要事項を記入し、自ら署名の

上、提出する。 

  コ パートナーシップ宣誓書受領証等（該当者のみ。） 

   奈良市パートナーシップ宣誓制度に登録している者は、パートナーシップ宣誓書受領証又はパートナーシップ 

宣誓書受領証カードを提示し、パートナーシップ宣誓登録簿の状況照会に関する同意書に必要事項を記入し、自 
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ら署名の上、提出する。 

サ 在職証明書（該当者のみ。提出日の約 2週間以内に発行されたもの。） 

入居予定者が奈良市以外に居住している場合は、奈良市に勤務場所（常勤）があることを確認するため必要で

ある。 

シ その他の書類 

必要に応じ、上記以外の書類等を求めることがある。 

(3) 入居資格審査 

ア 入居予定者が提出した書類により、入居資格審査を行う。なお、この審査により入居資格がないことが判明

した場合、失格とする。 

イ 入居資格審査に係る書類が期間内に提出されない場合、申込みを無効とする。 

(4) 入居決定 

ア 入居予定者について実態調査を行った上、入居者を決定する。なお、実態調査の結果と入居申込書及び提出

書類の内容が事実と相違していた場合は失格とする。 

イ 入居者は、指定入居日までに住宅敷金（本来家賃の 3箇月分）、駐車場敷金（駐車場使用料の 3箇月分。駐

車場使用申込者のみ。）、入居月の家賃及び共益費（該当する住宅のみ。）並びに駐車場使用料（駐車場使用申

込者のみ。）を納付する。 

ウ 入居者は、入居者及び連帯保証人の実印を押印した請書等を提出する。提出がない場合は、入居を延期し、

又は入居決定を取り消す場合がある。 

4 その他 

(1) 入居申込書及び提出書類は返却しない。 

(2) 集合住宅については、家賃とは別に月々共益費等の負担が必要である。 

別紙省略 

（令和4年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 204号 

 災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 49条の 6第 1項及び第 49条の 7第 2項の規定により、指定緊急避

難場所及び指定避難所の指定を取り消したので、同法第 49条の6第2項及び第49条の 7第2項の規定により次のと

おり公示する。 

 令和 4年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定緊急避難場所の指定の取り消し 

 平城西中学校（奈良市神功二丁目 1番地） 

一条高等学校（奈良市法華寺町 1351番地） 

 県立平城高等学校（奈良市朱雀二丁目 11番地） 

 県立登美ヶ丘高等学校（奈良市二名町 1944番地の12） 

2 指定避難所の指定の取り消し 

 平城西中学校（奈良市神功二丁目 1番地） 

一条高等学校（奈良市法華寺町 1351番地） 

 県立平城高等学校（奈良市朱雀二丁目 11番地） 

 県立登美ヶ丘高等学校（奈良市二名町 1944番地の12） 

3 指定の取り消し年月日 

 令和 4年4月1日 

（令和4年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 205号 

 災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 49条の 4第 1項及び第 49条の 7第 1項の規定により、指定緊急避

難場所及び指定避難所を指定したので、同法第 49条の4第3項及び第49条の7第2項の規定により次のとおり公示

する。 
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 令和 4年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定緊急避難場所 

 ならやま小中学校（奈良市神功二丁目 1番地） 

一条高等学校及び附属中学校（奈良市法華寺町 1351番地） 

 県立奈良高等学校（奈良市朱雀二丁目 11番地） 

県立国際高等学校（奈良市二名町 1944番地の12） 

2 指定避難所 

 ならやま小中学校（奈良市神功二丁目 1番地） 

一条高等学校及び附属中学校（奈良市法華寺町 1351番地） 

 県立奈良高等学校（奈良市朱雀二丁目 11番地） 

県立国際高等学校（奈良市二名町 1944番地の12） 

3 指定年月日 

 令和 4年4月1日 

（令和4年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 206号 

 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 158 条第 1 項の規定により、次のとおり収納の事務を委託したの

で、同条第 2項の規定により告示する。 

令和 4年4月1日  

奈良市長 仲 川 元 庸  

マルチペイメント（多様な支払・決済方法）に係る受託者 

1 受託者・収納事務 

受託者 収納事務 

東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 

株式会社トラストバンク 

代表取締役 川村 憲一 
インターネットを利用して納付する「奈良市心のふ

るさと応援寄附」に関する寄附金 
東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 

楽天クリムゾンハウス 

楽天グループ株式会社 

代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史 

2 委託の期間 

 令和 4年4月1日から令和5年3月31日まで 

（令和4年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 207号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第231条の2の3第1項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定し

たので、奈良市会計規則（昭和 40年奈良市規則第1号）第 22条の2第2項の規定により告示する。 

令和 4年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

マルチペイメント（多様な支払・決済方法）に係る指定納付受託者 

1 指定納付受託者に納付させる歳入の種類 

指定納付受託者 指定納付受託者に納付させる歳入の種類 

東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 

株式会社トラストバンク 

代表取締役 川村 憲一 

 

インターネットを利用して納付する「奈良市心のふ

るさと応援寄附」に関する寄附金 
東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 
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楽天クリムゾンハウス 

楽天グループ株式会社 

代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史 

 

2 指定期間 

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで 

クレジット決済に係る指定納付受託者 

1 指定納付受託者に納付させる歳入の種類 

指定納付受託者 指定納付受託者に納付させる歳入の種類 

奈良県生駒市東生駒一丁目61番地7 

南都ディーシーカード株式会社 

代表取締役 東川 晃三 

インターネットを利用して納付する「奈良市心のふ

るさと応援寄附」に関する寄附金 

東京都港区南青山五丁目1番22号 

株式会社ジェーシービー 

代表取締役会長兼執行役員社長 浜川 一郎 

東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 

楽天クリムゾンハウス 

楽天グループ株式会社 

代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史 

2 指定期間 

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで 

（令和4年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 208号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第1項の規定に基づき、次のように道路の区域を変更する。その関係図

書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 令和 4年4月1日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

整理

番号 
路線名 区 間 

変更 

前後別 
幅員（ｍ） 延長（ｍ） 備考 

1 中部第1291号線 

奈良市大宮町四丁目 465 番 10 地先

から 

奈良市大宮町四丁目 465番 1地先ま

で 

前 4.1～4.3 12.9 
 

後 5.3～4.5 12.9 

（令和4年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 209号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第2項の規定に基づき、次のように道路の供用を開始する。その関係図

書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 令和 4年4月1日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

整理

番号 
路線名 区 間 

延長（ｍ） 

幅員（ｍ） 

1 中部第1291号線 
奈良市大宮町四丁目465番10地

先から 

奈良市大宮町四丁目465番1地

先まで 

L=12.9 

W=5.3～4.5 

（令和4年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 210号 
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 道路法（昭和 27年法律第180号）第10条第1項の規定に基づき、令和 4年4月1日から次に掲げる市道の路線の

供用を廃止する。その関係図書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 令和 4年4月1日 

  奈良市長 仲 川 元 庸  

整理

番号 
路線名 起 点 終 点 

延長（ｍ） 

幅員（ｍ） 

1 北部第268号線 
奈良市大森西町 191 番１地先か

ら 

奈良市大森西町 172 番１地先ま

で 

L=323.0 

W=3.5～8.0 

2 北部第426号線 
奈良市法蓮佐保山三丁目 1630番

1地先から 

奈良市法蓮佐保山三丁目1626番

2地先まで 

L=302.0 

W=2.2～4.3 

（令和4年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 211号 

 道路法（昭和 27年法律第 180号）第 8条第 1項の規定に基づき、令和 4年 4月 1日から次に掲げる路線を本市の

市道路線に認定する。その関係図書は、公示の日から1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 令和 4年4月1日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

整理

番号 
路線名 起 点 終 点 備考（ｍ） 

1 北部第268号線 
奈良市大森西町 177 番 1 地先か

ら 

奈良市大森西町 172 番 1 地先ま

で 

L=137.7 

W=4.0～8.0 

2 中部第1762号線 奈良市押熊町894番12地先から 奈良市押熊町894番15地先まで 
L=80.4 

W=6.0～8.0 

3 中部第1763号線 奈良市中山町1619番1地先から 奈良市中山町1688番7地先まで 
L=62.3 

W=6.0～8.0 

4 中部第1764号線 
奈良市中山町 1619 番 15 地先か

ら 

奈良市中山町 1692 番 10 地先ま

で 

L=29.6 

W=6.0～8.0 

5 中部第1765号線 
奈良市中山町 1752 番 22 地先か

ら 

奈良市中山町 1752 番 25 地先ま

で 

L=40.3 

W=6.0～8.0 

6 西部第1496号線 
奈良市学園南二丁目915番269地

先から 

奈良市学園南二丁目 915 番 265

地先まで 

L=65.5 

W=6.0～8.0 

7 西部第1497号線 
奈良市西登美ヶ丘一丁目 4100番

181地先から 

奈良市大渕町 3893 番 10 地先ま

で 

L=213.6 

W=6.0～8.0 

8 西部第1498号線 奈良市大渕町3893番7地先から 奈良市大渕町3893番3地先まで 
L=31.9 

W=6.0～8.0 

9 西部第1499号線 奈良市大渕町4035番5地先から 
奈良市大渕町 3893 番 21 地先ま

で 

L=27.1 

W=6.0～8.0 

10 西部第1500号線 
奈良市大渕町 4035 番 10 地先か

ら 

奈良市西登美ヶ丘一丁目4100番

304地先まで 

L=25.2 

W=6.0～8.0 

11 西部第1501号線 
奈良市朝日町二丁目 566 番 6 地

先から 

奈良市敷島町一丁目 566 番 106

地先まで 

L=111.8 

W=6.0～

13.0 

12 西部第1502号線 
奈良市学園緑ヶ丘二丁目 2830番

20地先から 

奈良市学園緑ヶ丘二丁目2830番

1地先まで 

L=40.3 

W=6.0～8.0 

13 西部第1503号線 奈良市中町247番22地先から 奈良市中町247番9地先まで 

L=68.7 

W=6.0～

14.5 
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14 西部第1504号線 奈良市中町2099番8地先から 奈良市中町2102番7地先まで 
L=31.2 

W=4.0～9.7 

15 西部第1505号線 
奈良市中登美ヶ丘二丁目 1984番

126地先から 

奈良市中登美ヶ丘二丁目1984番

222地先まで 

L=34.1 

W=6.0～8.0 

16 西部第1506号線 
奈良市三碓三丁目 112 番 6 地先

から 

奈良市三碓三丁目112番10地先

まで 

L=44.9 

W=6.0～8.0 

17 西部第1507号線 奈良市中町510番5地先から 奈良市中町506番16地先まで 
L=60.3 

W=6.0～8.0 

18 西部第1508号線 奈良市中町506番18地先から 奈良市中町506番8地先まで 
L=22.7 

W=6.0～8.0 

19 西部第1509号線 
奈良市三碓二丁目 234番 11地先

から 

奈良市三碓二丁目 234 番 1 地先

まで 

L=40.2 

W=6.2～

10.3 

20 
名阪小倉工業団

地1 号線 

奈良市上深川町 758番 43地先か

ら 

奈良市上深川町 758 番 8 地先ま

で 

L=798.1 

W=9.0～

12.0 

21 
名阪小倉工業団

地2 号線 

奈良市上深川町 758 番 6 地先か

ら 

奈良市上深川町 755 番 3 地先ま

で 

L=312.3 

W=4.0～9.0 

（令和4年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 212号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第1項の規定に基づき、次のように道路の区域を決定する。その関係図

書は、公示の日から1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 令和 4年4月1日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

整理

番号 
路線名 起 点 終 点 備考（ｍ） 

1 北部第268号線 
奈良市大森西町 177 番 1 地先か

ら 

奈良市大森西町 172 番 1 地先ま

で 

L=137.7 

W=4.0～8.0 

2 中部第1762号線 奈良市押熊町894番12地先から 奈良市押熊町894番 15地先まで 
L=80.4 

W=6.0～8.0 

3 中部第1763号線 奈良市中山町1619番1地先から 奈良市中山町1688番 7地先まで 
L=62.3 

W=6.0～8.0 

4 中部第1764号線 
奈良市中山町 1619 番 15 地先か

ら 

奈良市中山町 1692 番 10 地先ま

で 

L=29.6 

W=6.0～8.0 

5 中部第1765号線 
奈良市中山町 1752 番 22 地先か

ら 

奈良市中山町 1752 番 25 地先ま

で 

L=40.3 

W=6.0～8.0 

6 西部第1496号線 
奈良市学園南二丁目 915 番 269

地先から 

奈良市学園南二丁目915番265地

先まで 

L=65.5 

W=6.0～8.0 

7 西部第1497号線 
奈良市西登美ヶ丘一丁目4100番

181地先から 

奈良市大渕町 3893 番 10 地先ま

で 

L=213.6 

W=6.0～8.0 

8 西部第1498号線 奈良市大渕町3893番7地先から 奈良市大渕町3893番 3地先まで 
L=31.9 

W=6.0～8.0 

9 西部第1499号線 奈良市大渕町4035番5地先から 
奈良市大渕町 3893 番 21 地先ま

で 

L=27.1 

W=6.0～8.0 

10 西部第1500号線 
奈良市大渕町 4035 番 10 地先か

ら 

奈良市西登美ヶ丘一丁目 4100番

304地先まで 

L=25.2 

W=6.0～8.0 
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11 西部第1501号線 
奈良市朝日町二丁目 566 番 6 地

先から 

奈良市敷島町一丁目566番106地

先まで 

L=111.8 

W=6.0～

13.0 

12 西部第1502号線 
奈良市学園緑ヶ丘二丁目2830番

20地先から 

奈良市学園緑ヶ丘二丁目 2830番

1地先まで 

L=40.3 

W=6.0～8.0 

13 西部第1503号線 奈良市中町247番22地先から 奈良市中町247番9地先まで 

L=68.7 

W=6.0～

14.5 

14 西部第1504号線 奈良市中町2099番8地先から 奈良市中町2102番7地先まで 
L=31.2 

W=4.0～9.7 

15 西部第1505号線 
奈良市中登美ヶ丘二丁目1984番

126地先から 

奈良市中登美ヶ丘二丁目 1984番

222地先まで 

L=34.1 

W=6.0～8.0 

16 西部第1506号線 
奈良市三碓三丁目 112 番 6 地先

から 

奈良市三碓三丁目 112番 10地先

まで 

L=44.9 

W=6.0～8.0 

17 西部第1507号線 奈良市中町510番5地先から 奈良市中町506番16地先まで 
L=60.3 

W=6.0～8.0 

18 西部第1508号線 奈良市中町506番18地先から 奈良市中町506番8地先まで 
L=22.7 

W=6.0～8.0 

19 西部第1509号線 
奈良市三碓二丁目234番11地先

から 

奈良市三碓二丁目 234 番 1 地先

まで 

L=40.2 

W=6.2～

10.3 

20 
名阪小倉工業団

地1 号線 

奈良市上深川町758番43地先か

ら 

奈良市上深川町 758 番 8 地先ま

で 

L=798.1 

W=9.0～

12.0 

21 
名阪小倉工業団

地2 号線 

奈良市上深川町 758 番 6 地先か

ら 

奈良市上深川町 755 番 3 地先ま

で 

L=312.3 

W=4.0～9.0 

（令和 4年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 213号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第2項の規定に基づき、次のように道路の供用を開始する。その関係図

書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 令和 4年4月1日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

整理

番号 
路線名 起 点 終 点 備考（ｍ） 

1 北部第268号線 
奈良市大森西町 177 番 1 地先か

ら 

奈良市大森西町 172 番 1 地先ま

で 

L=137.7 

W=4.0～8.0 

2 中部第1762号線 奈良市押熊町894番12地先から 奈良市押熊町894番15地先まで 
L=80.4 

W=6.0～8.0 

3 中部第1763号線 奈良市中山町1619番1地先から 奈良市中山町1688番7地先まで 
L=62.3 

W=6.0～8.0 

4 中部第1764号線 
奈良市中山町 1619 番 15 地先か

ら 

奈良市中山町 1692 番 10 地先ま

で 

L=29.6 

W=6.0～8.0 

5 中部第1765号線 
奈良市中山町 1752 番 22 地先か

ら 

奈良市中山町 1752 番 25 地先ま

で 

L=40.3 

W=6.0～8.0 

6 西部第1496号線 
奈良市学園南二丁目 915 番 269

地先から 

奈良市学園南二丁目 915 番 265

地先まで 

L=65.5 

W=6.0～8.0 
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7 西部第1497号線 
奈良市西登美ヶ丘一丁目4100番

181地先から 

奈良市大渕町 3893 番 10 地先ま

で 

L=213.6 

W=6.0～8.0 

8 西部第1498号線 奈良市大渕町3893番7地先から 奈良市大渕町3893番3地先まで 
L=31.9 

W=6.0～8.0 

9 西部第1499号線 奈良市大渕町4035番5地先から 
奈良市大渕町 3893 番 21 地先ま

で 

L=27.1 

W=6.0～8.0 

10 西部第1500号線 
奈良市大渕町 4035 番 10 地先か

ら 

奈良市西登美ヶ丘一丁目4100番

304地先まで 

L=25.2 

W=6.0～8.0 

11 西部第1501号線 
奈良市朝日町二丁目 566 番 6 地

先から 

奈良市敷島町一丁目 566 番 106

地先まで 

L=111.8 

W=6.0～13.0 

12 西部第1502号線 
奈良市学園緑ヶ丘二丁目2830番

20地先から 

奈良市学園緑ヶ丘二丁目2830番

1地先まで 

L=40.3 

W=6.0～8.0 

13 西部第1503号線 奈良市中町247番22地先から 奈良市中町247番9地先まで 
L=68.7 

W=6.0～14.5 

14 西部第1504号線 奈良市中町2099番8地先から 奈良市中町2102番7地先まで 
L=31.2 

W=4.0～9.7 

15 西部第1505号線 
奈良市中登美ヶ丘二丁目1984番

126地先から 

奈良市中登美ヶ丘二丁目1984番

222地先まで 

L=34.1 

W=6.0～8.0 

16 西部第1506号線 
奈良市三碓三丁目 112 番 6 地先

から 

奈良市三碓三丁目112番10地先

まで 

L=44.9 

W=6.0～8.0 

17 西部第1507号線 奈良市中町510番5地先から 奈良市中町506番16地先まで 
L=60.3 

W=6.0～8.0 

18 西部第1508号線 奈良市中町506番18地先から 奈良市中町506番8地先まで 
L=22.7 

W=6.0～8.0 

19 西部第1509号線 
奈良市三碓二丁目234番11地先

から 

奈良市三碓二丁目 234 番 1 地先

まで 

L=40.2 

W=6.2～10.3 

20 
名阪小倉工業団

地1 号線 

奈良市上深川町758番43地先か

ら 

奈良市上深川町 758 番 8 地先ま

で 

L=798.1 

W=9.0～12.0 

21 
名阪小倉工業団

地2 号線 

奈良市上深川町 758 番 6 地先か

ら 

奈良市上深川町 755 番 3 地先ま

で 

L=312.3 

W=4.0～9.0 

（令和4年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 214号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第1項の規定に基づき、次のように道路の区域を変更する。その関係図

書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 令和 4年4月1日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

整理

番号 
路線名 区 間 

変更 

前後

別 

幅員（ｍ） 
延長

（ｍ） 
備考 

1 登美ヶ丘中町線 
奈良市鶴舞東町657番4地先から 前 18.0～16.1 671.6  

奈良市鶴舞西町3142番55地先まで 後 19.6～18.0 671.6  

2 中部第2号線 
奈良市疋田町一丁目69番1地先から 

奈良市疋田町一丁目71番3地先まで 

前 10.0～8.0 31.9  
後 8.6～8.0 31.9 

3 歌姫佐紀線 
奈良市歌姫町1042番地先から 

奈良市佐紀町2299番地先まで 

前 3.6～2.4 37.0  
後 3.1～2.4 37.0 

4 東部第146号線 奈良市忍辱山町1143番地先から 前 5.7～2.5 189.2  
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奈良市忍辱山町1245番地先まで 後 7.8～5.0 189.2  

5 東部第233号線 
奈良市水間町1012番地先から 

奈良市水間町1047番地先まで 

前 5.0～3.0 23.1 
 

後 5.8～3.0 23.1 

6 東部第285号線 
奈良市横井町960番121地先から 

奈良市横井町924番7地先まで 

前 6.2～4.1 192.8 
 

後 9.3～4.5 192.8 

7 東部第327号線 
奈良市米谷町343番3地先から 

奈良市興隆寺町209番2地先まで 

前 18.5～4.9 160.4 
 

後 18.0～5.3 160.4 

8 東部第355号線 
奈良市高樋町774番地先から 

奈良市高樋町690番地先まで 

前 3.8～2.4 42.9 
 

後 3.8～2.4 42.9 

9 南部第41号線 
奈良市恋の窪三丁目313番6地先から 

奈良市恋の窪三丁目313番2地先まで 

前 8.6～8.0 38.9 
 

後 8.1～8.0 36.2 

10 南部第42号線 
奈良市恋の窪三丁目316番6地先から 

奈良市恋の窪二丁目235番2地先まで 

前 5.0～4.0 24.8  
後 5.5～4.0 24.8 

11 南部第50号線 
奈良市恋の窪二丁目230番169地先から 

奈良市恋の窪二丁目230番204地先まで 

前 6.2～6.1 31.2  
後 6.8～6.1 31.2 

12 南部第96号線 
奈良市八条一丁目786番地先から 

奈良市八条一丁目828番1地先まで 

前 4.6～3.1 101.9  
後 6.1～3.4 101.9 

13 南部第120号線 
奈良市東九条町1178番1地先から 

奈良市東九条町1354番3地先まで 

前 3.7～2.8 86.3  
後 3.7～2.6 86.3 

14 南部第179号線 
奈良市杏町228番1地先から 

奈良市杏町287番1地先まで 

前 6.1～6.0 114.1 
 

後 6.8～6.0 114.1 

15 南部第180号線 
奈良市杏町216番4地先から 

奈良市杏町203番2地先まで 

前 6.1～6.0 60.4 
 

後 6.1～6.0 60.4 

16 南部第255号線 
奈良市古市町1378番1地先から 

奈良市古市町1424番3地先まで 

前 8.6～7.5 15.7 
 

後 8.6～8.0 15.7 

17 南部第292号線 
奈良市古市町554番1地先から 

奈良市古市町553番1地先まで 

前 2.6～2.4 28.4 
 

後 2.7～2.4 28.4 

18 南部第294号線 
奈良市古市町469番地先から 

奈良市古市町459番1地先まで 

前 3.9～2.7 52.1 
 

後 4.0～3.3 52.1 

19 北部第255号線 

奈良市東紀寺町三丁目 1179 番 2 地先か

ら 

奈良市東紀寺町三丁目 1180 番 2 地先ま

で 

前 4.1～4.1 31.0 

 
後 4.1～4.1 29.0 

20 北部第266号線 
奈良市肘塚町181番5地先から 

奈良市肘塚町178番18地先まで 

前 5.2～4.9 77.9 
 

後 4.0～3.7 77.9 

21 北部第270号線 
奈良市大安寺六丁目758番4地先から 

奈良市大安寺七丁目678番1地先まで 

前 6.6～5.6 81.8 
 

後 6.6～5.6 81.8 

22 北部第299号線 
奈良市鳴川町37番4地先から 

奈良市鳴川町32番1地先まで 

前 2.1～2.1 39.9 
 

後 2.1～2.1 39.9 

23 北部第350号線 

奈良市南京終町四丁目 199 番 23 地先か

ら 

奈良市南京終町四丁目201番1地先まで 

前 6.2～4.8 107.0 
 

後 3.7～2.4 107.0 

24 北部第376号線 
奈良市鳴川町8番地先から 

奈良市鳴川町32番1地先まで 

前 4.3～4.2 29.6 
 

後 4.3～4.2 29.6 

25 中部第29号線 
奈良市押熊町333番地先から 

奈良市押熊町331番1地先まで 

前 2.1～1.0 11.7  
後 3.0～1.2 11.7 
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26 中部第51号線 
奈良市秋篠町1567番7地先から 

奈良市秋篠町1567番1地先まで 

前 11.2～6.3 106.9  
後 10.9～9.4 106.9 

27 中部第67号線 
奈良市歌姫町1042番地先から 

奈良市歌姫町1130番地先まで 

前 3.0～1.9 100.9  
後 4.5～2.4 100.9 

28 中部第153号線 
奈良市中山町1584番地先から 

奈良市中山町1472番1地先まで 

前 2.5～1.2 78.0  
後 4.0～1.2 78.0 

29 中部第157号線 
奈良市中山町1275番地先から 

奈良市中山町1240番地先まで 

前 3.4～2.9 55.0 
 

後 3.8～3.1 55.0 

30 中部第1365号線 
奈良市中山町1746番1地先から 

奈良市中山町1749番1地先まで 

前 5.4～4.8 48.2 
 

後 6.9～4.8 48.2 

31 中部第239号線 
奈良市二条町一丁目2578番3地先から 

奈良市二条町一丁目2583番地先まで 

前 3.4～2.9 60.4 
 

後 4.0～4.5 60.4 

32 中部第242号線 
奈良市二条町一丁目2583番地先から 

奈良市二条町一丁目2580番1地先まで 

前 2.4～2.3 15.9 
 

後 3.3～3.2 15.1 

33 中部第292号線 
奈良市四条大路三丁目113番1地先から 

奈良市四条大路四丁目110番1地先まで 

前 7.1～6.6 94.8 
 

後 7.0～6.7 94.8 

34 中部第295号線 
奈良市四条大路四丁目114番3地先から 

奈良市四条大路四丁目110番1地先まで 

前 5.6～2.5 30.8 
 

後 3.5～2.5 30.8 

35 中部第338号線 
奈良市七条一丁目358番1地先から 

奈良市七条一丁目390番3地先まで 

前 5.5～3.1 103.4 
 

後 5.9～3.0 103.4 

36 中部第346号線 
奈良市七条一丁目404番3地先から 

奈良市七条一丁目400番4地先まで 

前 6.7～5.5 69.6 
 

後 6.7～5.8 69.6 

37 中部第534号線 
奈良市尼 北町3294番1地先から 

奈良市尼 北町3297番地先まで 

前 2.8～2.1 57.8 
 

後 3.5～2.2 57.8 

38 中部第645号線 
奈良市大宮町三丁目162番3地先から 

奈良市大宮町三丁目207番3地先まで 

前 5.9～5.7 41.8 
 

後 6.0～5.5 41.8 

39 中部第666号線 
奈良市恋の窪二丁目238番4地先から 

奈良市恋の窪三丁目316番3地先まで 

前 11.7～10.2 100.2  
後 13.0～13.2 100.2 

40 中部第675号線 
奈良市大安寺西一丁目1002番地先から 

奈良市恋の窪一丁目289番1地先まで 

前 0.0～0.0 0.0  
後 2.3～2.3 25.7 

41 中部第678号線 

奈良市西大寺赤田町一丁目675番1地先

から 

奈良市西大寺北町四丁目884番地先まで 

前 5.4～4.2 24.9  

後 5.9～4.2 24.9 

42 中部第799号線 
奈良市平松三丁目663番3地先から 

奈良市平松五丁目651番3地先まで 

前 5.9～5.2 69.8  
後 6.0～5.1 69.8 

43 中部第1333号線 
奈良市疋田町407番62地先から 

奈良市疋田町407番104地先まで 

前 8.0～8.0 139.2 
 

後 9.6～9.6 139.2 

44 中部第1346号線 
奈良市宝来四丁目497番1地先から 

奈良市宝来四丁目511番1地先まで 

前 10.2～7.1 107.3 
 

後 11.7～8.3 107.3 

45 中部第1385号線 
奈良市疋田町407番86地先から 前 6.0～6.0 63.2  

奈良市疋田町407番108地先まで 後 6.0～6.0 61.4  

46 中部第1385号線 
奈良市疋田町407番110地先から 

奈良市疋田町407番100地先まで 

前 6.0～6.0 18.6 
 

後 6.0～6.0 16.8 

47 中部第1386号線 
奈良市疋田町407番109地先から 

奈良市疋田町407番92地先まで 

前 6.0～6.0 40.8 
 

後 6.0～6.0 39.1 

48 西部第280号線 奈良市学園朝日元町二丁目472番3地先 前 4.4～2.3 75.9  
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から 

奈良市学園朝日元町二丁目477番2地先

まで 

後 4.2～3.3 75.9  

49 西部第280号線 
奈良市中山町西三丁目307番1地先から 

奈良市中山町西三丁目305番4地先まで 

前 4.1～3.2 50.4 
 

後 4.2～4.0 50.4 

50 西部第323号線 
奈良市学園北二丁目1090番85地先から 

奈良市学園北二丁目1090番41地先まで 

前 6.4～5.8 116.4 
 

後 6.6～6.0 116.4 

51 西部第324号線 
奈良市学園北二丁目1090番84地先から 

奈良市学園南一丁目1092番2地先まで 

前 4.4～4.2 116.3 
 

後 4.4～4.0 116.3 

52 西部第328号線 
奈良市学園北二丁目1090番18地先から 

奈良市学園北二丁目1090番32地先まで 

前 4.0～4.0 49.3 
 

後 4.7～4.7 48.6 

53 西部第415号線 

奈良市学園大和町五丁目748番1地先か

ら 

奈良市三碓三丁目851番10地先まで 

前 5.0～4.0 172.9 
 

後 6.5～5.0 172.9 

54 西部第429号線 

奈良市学園南三丁目988番1地先から 

奈良市学園大和町一丁目992番1地先ま

で 

前 6.2～4.6 27.6 
 

後 5.4～3.9 27.6 

55 西部第444号線 
奈良市百楽園一丁目4850番地先から 

奈良市百楽園一丁目3001番地先まで 

前 5.3～2.3 67.0 
 

後 5.3～2.3 67.0 

56 西部第533号線 
奈良市二名平野一丁目2番地先から 

奈良市二名平野一丁目2070番地先まで 

前 2.8～2.5 39.8 
 

後 2.8～2.5 39.8 

57 西部第574号線 
奈良市富雄北三丁目2596番6地先から 

奈良市富雄北一丁目2755番3地先まで 

前 6.3～6.1 56.6 
 

後 6.9～6.1 56.6 

58 西部第580号線 
奈良市富雄北二丁目408番72地先から 

奈良市富雄北二丁目408番56地先まで 

前 6.0～5.0 32.1 
 

後 7.1～5.8 32.1 

59 西部第893号線 

奈良市富雄川西二丁目170番2地先から 

奈良市富雄川西二丁目 163 番 10 地先ま

で 

前 4.1～2.1 194.3 
 

後 7.2～4.9 194.3 

60 西部第899号線 
奈良市三碓町2201番12地先から 

奈良市三碓町2231番地先まで 

前 5.0～3.0 49.3 
 

後 6.4～3.0 49.3 

61 西部第1374号線 
奈良市鶴舞東町657番4地先から 

奈良市鶴舞東町3172番10地先まで 

前 9.9～6.4 37.6 
 

後 6.2～6.0 36.8 

62 尾山岩ノ尻線 
奈良市月ヶ瀬長引745番地先から 

奈良市月ヶ瀬長引753-1番地先まで 

前 2.3～1.5 68.4 
 

後 2.5～1.5 68.4 

63 尾山西浦線 
奈良市月ヶ瀬尾山142-1番地先から 

奈良市月ヶ瀬長引376番地先まで 

前 11.0～2.8 281.7 
 

後 8.0～2.8 281.7 

64 
尾山ロマントピア

線 

奈良市月ヶ瀬長引390-1番地先から 

奈良市月ヶ瀬長引707-1番地先まで 

前 3.5～3.2 68.2 
 

後 3.5～3.2 66.7 

65 のぼりを線 
奈良市針ヶ別所町401の4地先から 

奈良市針ヶ別所町401の2地先まで 

前 7.8～4.4 65.8 
 

後 32.0～4.3 65.8 

66 
名阪国道針第1側

道線 

奈良市針町738の1地先から 

奈良市針町2330の3地先まで 

前 6.7～6.0 78.6 
 

後 9.4～6.0 77.3 

67 針金平2号線 
奈良市針町790の1地先から 

奈良市針町2331の2地先まで 

前 4.5～3.9 15.6 
 

後 5.5～4.0 13.9 

（令和4年4月1日掲示済） 
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奈良市告示第 215号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第2項の規定に基づき、次のように道路の供用を開始する。その関係図

書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 令和 4年4月1日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

整理

番号 
路線名 区 間 

延長（ｍ） 

幅員（ｍ） 

1 登美ヶ丘中町線 奈良市鶴舞東町657番4地先から 
奈良市鶴舞西町 3142 番 55地

先まで 

L=671.6 

W=19.6 ～

18.0 

2 中部第2号線 
奈良市疋田町一丁目69番1地先か

ら 

奈良市疋田町一丁目71番3地

先まで 

L=31.9 

W=8.6～8.0 

3 歌姫佐紀線 奈良市歌姫町1042番地先から 奈良市佐紀町2299番地先まで 
L=37.0 

W=3.1～2.4 

4 東部第146号線 奈良市忍辱山町1143番地先から 
奈良市忍辱山町1245番地先ま

で 

L=189.2 

W=7.8～5.0 

5 東部第233号線 奈良市水間町1012番地先から 奈良市水間町1047番地先まで 
L=23.1 

W=5.8～3.0 

6 東部第285号線 奈良市横井町960番121地先から 
奈良市横井町 924 番 7地先ま

で 

L=192.8 

W=9.3～4.5 

7 東部第327号線 奈良市米谷町343番3地先から 
奈良市興隆寺町 209番 2地先

まで 

L=160.4 

W=18.0 ～

5.3 

8 東部第355号線 奈良市高樋町774番地先から 奈良市高樋町690番地先まで 
L=42.9 

W=3.8～2.4 

9 南部第41号線 
奈良市恋の窪三丁目 313番 6地先

から 

奈良市恋の窪三丁目 313 番 2

地先まで 

L=36.2 

W=8.1～8.0 

10 南部第42号線 
奈良市恋の窪三丁目 316番 6地先

から 

奈良市恋の窪二丁目 235 番 2

地先まで 

L=24.8 

W=5.5～4.0 

11 南部第50号線 
奈良市恋の窪二丁目 230番 169地

先から 

奈良市恋の窪二丁目 230 番

204地先まで 

L=31.2 

W=6.8～6.1 

12 南部第96号線 奈良市八条一丁目786番地先から 
奈良市八条一丁目 828番 1地

先まで 

L=101.9 

W=6.1～3.4 

13 南部第120号線 奈良市東九条町1178番1地先から 
奈良市東九条町1354番3地先

まで 

L=86.3 

W=3.7～2.6 

14 南部第179号線 奈良市杏町228番1地先から 奈良市杏町287番 1地先まで 
L=114.1 

W=6.8～6.0 

15 南部第180号線 奈良市杏町216番4地先から 奈良市杏町203番 2地先まで 
L=60.4 

W=6.1～6.0 

16 南部第255号線 奈良市古市町1378番1地先から 
奈良市古市町1424番3地先ま

で 

L=15.7 

W=8.6～8.0 

17 南部第292号線 奈良市古市町554番1地先から 
奈良市古市町553番1地先ま 

で 

L=28.4 

W=2.7～2.4 

18 南部第294号線 奈良市古市町469番地先から 
奈良市古市町459番1地先ま 

で 

L=52.1 

W=4.0～3.3 

19 北部第255号線 
奈良市東紀寺町三丁目1179番2地

先から 

奈良市東紀寺町三丁目1180番

2地先まで 

L=29.0 

W=4.1～4.1 
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20 北部第266号線 奈良市肘塚町181番5地先から 
奈良市肘塚町178番18地先ま

で 

L=77.9 

W=4.0～3.7 

21 北部第270号線 
奈良市大安寺六丁目 758番 4地先

から 

奈良市大安寺七丁目 678 番 1

地先まで 

L=81.8 

W=6.6～5.6 

22 北部第299号線 奈良市鳴川町37番4地先から 奈良市鳴川町32番1地先まで 
L=39.9 

W=2.1～2.1 

23 北部第350号線 
奈良市南京終町四丁目199番23地

先から 

奈良市南京終町四丁目 201 番

1地先まで 

L=107.0 

W=3.7～2.4 

24 北部第376号線 奈良市鳴川町8番地先から 奈良市鳴川町32番1地先まで 
L=29.6 

W=4.3～4.2 

25 中部第29号線 奈良市押熊町333番地先から 
奈良市押熊町 331 番 1地先ま

で 

L=11.7 

W=3.0～1.2 

26 中部第51号線 奈良市秋篠町1567番7地先から 
奈良市秋篠町1567番1地先ま

で 

L=106.9 

W=10.9 ～

9.4 

27 中部第67号線 奈良市歌姫町1042番地先から 奈良市歌姫町1130番地先まで 
L=100.9 

W=4.5～2.4 

28 中部第153号線 奈良市中山町1584番地先から 
奈良市中山町1472番1地先ま

で 

L=78.0 

W=4.0～1.2 

29 中部第157号線 奈良市中山町1275番地先から 奈良市中山町1240番地先まで 
L=55.0 

W=3.8～3.1 

30 中部第1365号線 奈良市中山町1746番1地先から 
奈良市中山町1749番1地先ま

で 

L=48.2 

W=6.9～4.8 

31 中部第239号線 
奈良市二条町一丁目2578番3地先

から 

奈良市二条町一丁目2583番地

先まで 

L=60.4 

W=4.0～4.5 

32 中部第242号線 
奈良市二条町一丁目 2583 番地先

から 

奈良市二条町一丁目 2580番 1

地先まで 

L=15.1 

W=3.3～3.2 

33 中部第292号線 
奈良市四条大路三丁目 113番 1地

先から 

奈良市四条大路四丁目 110 番

1地先まで 

L=94.8 

W=7.0～6.7 

34 中部第295号線 
奈良市四条大路四丁目 114番 3地

先から 

奈良市四条大路四丁目 110 番

1地先まで 

L=30.8 

W=3.5～2.5 

35 中部第338号線 
奈良市七条一丁目 358番 1地先か

ら 

奈良市七条一丁目 390番 3地

先まで 

L=103.4 

W=5.9～3.0 

36 中部第346号線 
奈良市七条一丁目 404番 3地先か

ら 

奈良市七条一丁目 400番 4地

先まで 

L=69.6 

W=6.7～5.8 

37 中部第534号線 奈良市尼 北町3294番1地先から 
奈良市尼 北町3297番地先ま

で 

L=57.8 

W=3.5～2.2 

38 中部第645号線 
奈良市大宮町三丁目 162番 3地先

から 

奈良市大宮町三丁目 207 番 3

地先まで 

L=41.8 

W=6.0～5.5 

39 中部第666号線 
奈良市恋の窪二丁目 238番 4地先

から 

奈良市恋の窪三丁目 316 番 3

地先まで 

L=100.2 

W=13.0 ～

13.2 

40 中部第675号線 
奈良市大安寺西一丁目 1002 番地

先から 

奈良市恋の窪一丁目 289 番 1

地先まで 

L=25.7 

W=2.3～2.3 

41 中部第678号線 
奈良市西大寺赤田町一丁目 675 番

1地先から 

奈良市西大寺北町四丁目 884

番地先まで 

L=24.9 

W=5.9～4.2 

42 中部第799号線 奈良市平松三丁目663番3地先か 奈良市平松五丁目 651番3地 L=69.8 
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  ら 先まで W=6.0～5.1 

43 中部第1333号線 奈良市疋田町407番62地先から 
奈良市疋田町 407 番 104地先

まで 

L=139.2 

W=9.6～9.6 

44 中部第1346号線 
奈良市宝来四丁目 497番 1地先か

ら 

奈良市宝来四丁目 511番 1地

先まで 

L=107.3 

W=11.7 ～

8.3 

45 中部第1385号線 奈良市疋田町407番86地先から 
奈良市疋田町 407 番 108地先

まで 

L=61.4 

W=6.0～6.0 

46 中部第1385号線 奈良市疋田町407番110地先から 
奈良市疋田町 407 番 100地先

まで 

L=16.8 

W=6.0～6.0 

47 中部第1386号線 奈良市疋田町407番109地先から 
奈良市疋田町407番92地先ま

で 

L=39.1 

W=6.0～6.0 

48 西部第280号線 
奈良市学園朝日元町二丁目 472 番

3地先から 

奈良市学園朝日元町二丁目

477番2地先まで 

L=75.9 

W=4.2～3.3 

49 西部第280号線 
奈良市中山町西三丁目 307番 1地

先から 

奈良市中山町西三丁目 305 番

4地先まで 

L=50.4 

W=4.2～4.0 

50 西部第323号線 
奈良市学園北二丁目 1090番 85地

先から 

奈良市学園北二丁目 1090 番

41地先まで 

L=116.4 

W=6.6～6.0 

51 西部第324号線 
奈良市学園北二丁目 1090番 84地

先から 

奈良市学園南一丁目 1092番 2

地先まで 

L=116.3 

W=4.4～4.0 

52 西部第328号線 
奈良市学園北二丁目 1090番 18地

先から 

奈良市学園北二丁目 1090 番

32地先まで 

L=48.6 

W=4.7～4.7 

53 西部第415号線 
奈良市学園大和町五丁目 748 番 1

地先から 

奈良市三碓三丁目851番10地

先まで 

L=172.9 

W=6.5～5.0 

54 西部第429号線 
奈良市学園南三丁目 988番 1地先

から 

奈良市学園大和町一丁目 992

番1地先まで 

L=27.6 

W=5.4～3.9 

55 西部第444号線 
奈良市百楽園一丁目 4850 番地先

から 

奈良市百楽園一丁目3001番地

先まで 

L=67.0 

W=5.3～2.3 

56 西部第533号線 
奈良市二名平野一丁目 2 番地先か

ら 

奈良市二名平野一丁目2070番

地先まで 

L=39.8 

W=2.8～2.5 

57 西部第574号線 
奈良市富雄北三丁目2596番6地先

から 

奈良市富雄北一丁目 2755番 3

地先まで 

L=56.6 

W=6.9～6.1 

58 西部第580号線 
奈良市富雄北二丁目408番72地先

から 

奈良市富雄北二丁目 408番56 

地先まで 

L=32.1 

W=7.1～5.8 

59 西部第893号線 
奈良市富雄川西二丁目 170番 2地

先から 

奈良市富雄川西二丁目 163 番

10地先まで 

L=194.3 

W=7.2～4.9 

60 西部第899号線 奈良市三碓町2201番12地先から 奈良市三碓町2231番地先まで 
L=49.3 

W=6.4～3.0 

61 西部第1374号線 奈良市鶴舞東町657番4地先から 
奈良市鶴舞東町 3172 番 10地

先まで 

L=36.8 

W=6.2～6.0 

62 尾山岩ノ尻線 奈良市月ヶ瀬長引745番地先から 
奈良市月ヶ瀬長引 753-1 番地

先まで 

L=68.4 

W=2.5～1.5 

63 尾山西浦線 
奈良市月ヶ瀬尾山 142-1 番地先か

ら 

奈良市月ヶ瀬長引 376 番地先

まで 

L=281.7 

W=8.0～2.8 

64 尾山ロマントピア線 
奈良市月ヶ瀬長引 390-1 番地先か

ら 

奈良市月ヶ瀬長引 707-1 番地

先まで 

L=66.7 

W=3.5～3.2 

65 のぼりを線 奈良市針ヶ別所町401の4地先か 奈良市針ヶ別所町 401の2地 L=65.8 
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  ら 先まで 
W=32.0 ～

4.3 

66 
名阪国道針第1側道

線 
奈良市針町738の1地先から 奈良市針町2330の3地先まで 

L=77.3 

W=9.4～6.0 

67 針金平2号線 奈良市針町790の1地先から 奈良市針町2331の2地先まで 
L=13.9 

W=5.5～4.0 

（令和4年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第216号 

道路法（昭和27年法律第180号）第48条第20第1項の規定に基づき、歩行者利便増進道路を指定したので、同条第5

項の規定により下記のとおり公示する。  

その関係図面は、公示の日から、1箇月間、一般の縦覧に供する。  

令和4年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

記 

1 歩行者利便増進道路の指定日：令和4年4月1日 

2 道路の種類及び路線名：奈良市道 三条線 

3 歩行者利便増進道路として指定する区間 

 起点：奈良市油阪地方町10番1地先 

 終点：奈良市上三条町12番13地先 

4 歩行者利便増進道路として指定する期日 

 道路交通法で定める「歩行者及び自転車用道路」として規制している期日の交通規制実施時間内とする。 

5 図面縦覧場所：奈良市建設部土木管理課（奈良市役所 中央棟4階） 

（記載要領）  

1 道路の種類及び路線名は該当する路線の道路台帳から転記する。  

2 利便増進誘導区域として指定する場所を、都道府県、市区町村及び地番等のみによっては正確に記載しがたいと

きは、別紙として付す図面の着色（赤色）した範囲等により示すものとする。 

別紙省略 

（令和4年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第217号 

道路法（昭和27年法律第180号）第33条第2項第3号の規定に基づき、利便増進誘導区域を指定するので、同条第4

項の規定により下記のとおり公示する。  

その関係図面は、公示の日から、1箇月間、一般の縦覧に供する。  

令和4年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

記 

1 利便増進誘導区域の指定日：令和4年4月1日 

2 道路の種類及び路線名：奈良市道 三条線 

3 利便増進誘導区域として指定する区間：（別紙参照） 

 起点：奈良市油阪地方町10番1地先 

 終点：奈良市上三条町12番13地先 

4 利便増進誘導区域として指定する期日 

 道路交通法で定める「歩行者及び自転車用道路」として規制している期日の交通規制実施時間内とする。 

5 図面縦覧場所：奈良市建設部土木管理課（奈良市役所 中央棟4階） 

（記載要領）  

1 道路の種類及び路線名は該当する路線の道路台帳から転記する。  

2 利便増進誘導区域として指定する場所を、都道府県、市区町村及び地番等のみによっては正確に記載しがたいと
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きは、別紙として付す図面の着色（緑色）した範囲等により示すものとする。 

別紙省略 

（令和4年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 218号 

予防接種法 (昭和23年法律第 68号) 第5条の規定による予防接種を行うので､ 予防接種法施行令 (昭和23年政

令第197号) 第4条及び第5条の規定により､ 次のとおり公告する｡  

令和 4年4月1日  

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 予防接種の種類､ 予防接種の対象者の範囲並びに予防接種を行う期間及び場所  

予防接種の種類  予防接種の対象者の範囲  予防接種を行う期間  予防接種を行う場所  

ジフテリア ･ 百日せ

き ･ ポリオ ･ 破傷風 

(4種混合)  

生後 3 か月から生後 90 か

月に至るまでの間にある者  

令和4年4月1日から 

令和5年3月31日まで  

別紙1のとおり  

ジフテリア ･ 破傷風 

(二種混合)  

11歳以上13歳未満の者  

麻しん ･ 風しん (Ｍ

Ｒ) ､ 麻しんまたは風

しん  

1 生後12か月から生後24

か月に至るまでの間にあ

る者  

2 5歳以上7歳未満の者で

あって、小学校就学の始

期に達する日の 1年前の

日から当該始期に達する

日の前日までの間にある

者  

 

 3 昭和 37年 4月 2日から

昭和 54 年 4 月 1 日まで

に生まれた男性 

厚生労働省ホームペー

ジによる  

日本脳炎 1 生後 6 か月から生後 90

か月に至るまでの間にあ

る者  

2 9歳以上13歳未満の者  

＜特例＞  

･ 平成 7年 4月 2日以降に

生まれた 7歳 6か月以上

20歳未満の者  

別紙1のとおり  

･ 平成 19 年 4 月 2 日から

平成 21年 10月 1日まで

の間に生まれた者で平成

22年 3月 31日までに第

1 期の予防接種が終了し

ていない者で9歳以上13

歳未満にある者  

結核 (ＢＣＧ)  1 歳に至るまでの間にある

者  
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ヒブ感染症  
生後 2か月から生後60か 

月に至るまでの間にある者 

  

小児肺炎球菌感染症  生後 2 か月から生後 60 か

月に至るまでの間にある者  

ヒトパピローマウイル

ス感染症  

12 歳となる日の属する年

度の初日から 16 歳となる

日の属する年度の末日まで

の間にある女子  

 

＜キャッチアップ接種＞平

成9年4月2日から平成18

年4月1日生まれの女子で、

3 回接種が完了していない

者。 

水痘  生後 12か月から生後 36か

月に至るまでの間にある者  

Ｂ型肝炎  1 歳に至るまでの間にある

者  

ロタウイルス感染症 <経口弱毒性ヒトロタウイ

ルスワクチン>出生6週0日

後から出生 24 週 0 日後ま

での間にある者 

<五価経口弱毒性ロタウイ

ルスワクチン>出生6週0日

後から出生 32 週 0 日後ま

での間にある者 

成人用肺炎球菌感染症  65歳の者及び 60歳以上 65

歳未満の者であって心臓､ 

腎臓若しくは呼吸器の機能

の障害を有するものとして

厚生労働省令で定める者  

別紙2のとおり 

2 接種不適当者  

(1) 明らかな発熱 (37.5度以上) を呈している者  

(2) 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者  

(3) 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によって､ アナフィラキシー (即時型アレルギーのなかで最も迅速

な過敏反応) を呈したことが明らかな者  

(4) 麻しん及び風しんの予防接種の対象者にあっては､ 妊娠していることが明らかな者  

(5) 風しん予防接種の対象者 3 にあっては､ 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防

接種を行う必要がないと認められるもの及び風しんに係る抗体検査を受けた結果､ 十分な量の風しんの抗体が

あることが判明し､ 定期の予防接種を行う必要がないと認められる者 

(6) ＢＣＧ接種の対象者にあっては､ 結核その他の疾病の予防接種､ 外傷等によるケロイドの認められる者  

(7) Ｂ型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては､ ＨＢｓ抗原陽性の者の胎内または産道においてＢ型肝炎ウイ

ルスに感染したおそれのある者であって､ 抗ＨＢｓ人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降Ｂ型肝炎ワク

チンの投与を受けたことのある者  

(8) ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、腸重積症の既往歴のあることが明らかな者、先天性

消化管障害を有する者（その治療が完了したものを除く。）、重症複合免疫不全症の所見が認められる者 

(9) 肺炎球菌感染症 (高齢者がかかるものに限る｡ ) に係る予防接種の対象者にあっては､ 当該疾病にかかる法
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第5条第1項の規定による予防接種を受けたことのある者  

(10) 前各号に掲げる者のほか､ 予防接種を行うことが不適当な状態にある者  

3 接種要注意者  

(1) 心臓血管系疾患､ 腎臓疾患､ 肝臓疾患､ 血液疾患､ 発育障害等の基礎疾患を有する者  

(2) 予防接種で接種後 2 日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがあ

る者  

(3) 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者  

(4) 過去にけいれんの既往のある者  

(5) 過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者  

(6) ＢＣＧについては､ 過去に結核患者との長期の接触がある者その他の結核感染の疑いのある者  

(7) ロタウイルス感染症に係る予防接種対象者については､ 活動性胃腸疾患や下痢等の胃腸障害のある者 

4 料金  

(1) 成人用23価肺炎球菌感染症予防接種については､ 自己負担金 3,000円  

(2) それ以外の予防接種については､ 無料  

(3) 接種当日に､ 奈良市に住民登録がない者や予防接種の対象者の範囲に含まれない者は有料 (全額負担)  

5 長期療養者 

長期にわたり療養を必要とする疾病で､ 厚生労働省令で定めるものにかかったこと､ その他の厚生労働省令で

定める特別の事情があることにより、ロタウイルス感染症を除く当該特定疾病に係る予防接種法 (昭和 23年法律

第68号) 第5条第1項に規定する予防接種を受けることができなくなったと認められる者については､ 当該特別

の事情がなくなった日から起算して 2 年､ 成人用肺炎球菌感染症については 1 年を経過する日までの間 (厚生労

働省令で定める特定疾病にあっては､ 厚生労働省令で定める年齢に達するまでの間にある場合に限る｡ ) ､ 当該

特定疾病に係る同項の政令で定める者とすること｡ (令第1条の3第2項関係)  

6 その他  

不明な点については､健康医療部健康増進課に問い合わせること｡
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奈良市告示第 219号 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）第 6条第 1項の規定により、一般廃棄物処理基本

計画を定めたので、奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和 48年奈良市条例第 35号）第7条第1項の規定

により、別紙のとおり告示する。 

 令和 4年4月1日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  
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奈良市告示第 221号 

地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第158条第1項、同令第158条の2第1項、国民健康保険法（昭和 33

年法律第 192号）第 80条の 2、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57年法律第 80号）第 114条、介護保険法

（平成 9年法律第123号）第144条の2、児童福祉法（昭和 22年法律第164号）第56条第3項及び子ども・子育て

支援法（平成 24年法律第 65号）附則第 6条第 5項の規定により、次のとおり徴収及び収納の事務を委託したので、

地方自治法施行令第 158条第 2 項（同令第 158条の 2第 6 項により準用する場合を含む。）、国民健康保険法施行令

（昭和 33年政令第 362号）第 29条の 23第 1項、高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成 19年政令第 318

号）第 33条第1項、介護保険法施行令（平成 10年政令第412号）第45条の7第1項、児童福祉法施行令（昭和23

年政令第 74号）第 44条第 1項及び子ども・子育て支援法施行令（平成 26年政令第 213号）附則第 8条第 1項の規

定により告示する。 

 令和 4年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

委託者 
東京都文京区本郷 3丁目33番5号 

三菱ＵＦＪニコス株式会社 代表取締役社長 石塚 啓 

徴収及び収納の

事務 

市県民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税・国民健康保険料（普通徴収分）・後期高

齢者医療保険料（普通徴収分）・介護保険料（普通徴収分）・保育料 

提携コンビニエ

ンスストア及び

決済事業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都千代田区二番町 8番地8 

株式会社セブン-イレブン・ジャパン 代表取締役社長 永松 文彦 

東京都品川区大崎一丁目 11番2号ゲートシティ大崎イーストタワー 

株式会社ローソン 代表取締役社長 竹増 貞信 

東京都港区芝浦三丁目 1番21号 

株式会社ファミリーマート 代表取締役社長 細見 研介 

千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 

ミニストップ株式会社 代表取締役社長 藤本 明裕 

東京都千代田区岩本町 3-10-1 

山崎製パン株式会社 代表取締役社長 飯島 延浩 

東京都港区港南 1丁目8番27号日新ビル 12階 

株式会社しんきん情報サービス 代表取締役社長 馬場 英一 

広島県広島市安佐北区安佐町大字久地 665-1 

株式会社ポプラ 代表取締役社長 目黒 俊治 

北海道札幌市中央区南 9条西5丁目421番地 

株式会社セコマ 代表取締役社長 赤尾 洋昭 

東京都千代田区内幸町 1-1-1帝国ホテルタワー13Ｆ 

ビリングシステム株式会社 代表取締役 江田 敏彦 

東京都千代田区紀尾井町 1-3 

PayPay株式会社 代表取締役社長執行役員 CEO 中山 一郎 

東京都品川区西品川 1丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー22階 

LINE Pay株式会社 代表取締役社長 CEO 前田 貴司 

東京都港区芝浦 3-1-21msb Tamachi田町ステーションタワーＳ 

株式会社ファミマデジタルワン 代表取締役社長 中野 和浩 

東京都千代田区飯田橋 3丁目10番10号ガーデンエアタワー 

KDDI株式会社 代表取締役社長 髙橋 誠 

委託期間 令和4年4月1日から令和7年3月31日まで 

（令和4年4月1日掲示済） 

 



令和 4年 5月 2日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 71号 

－ 78 － 

奈良市告示第 222号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第231条の2の3第1項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定し

たので、奈良市会計規則（昭和 40年奈良市規則第1号）第 22条の2第2項の規定により告示する。 

 令和 4年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

指定納付受託者

の名称、住所又は

事務所の所在地 

東京都文京区本郷 3丁目33番5号 

三菱ＵＦＪニコス株式会社 代表取締役社長 石塚 啓 

指定をした日 令和4年4月1日 

納付を委託する

ことができる歳

入の種類 

市県民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税・国民健康保険料（普通徴収分）・後期高

齢者医療保険料（普通徴収分）・介護保険料（普通徴収分）・保育料 

指定納付受託者

が提携している

コンビニエンス

ストア及び決済

事業者 

 

東京都千代田区二番町 8番地8 

株式会社セブン-イレブン・ジャパン 代表取締役社長 永松 文彦 

東京都品川区大崎一丁目 11番2号ゲートシティ大崎イーストタワー 

株式会社ローソン 代表取締役社長 竹増 貞信 

東京都港区芝浦三丁目 1番21号 

株式会社ファミリーマート 代表取締役社長 細見 研介 

千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 

ミニストップ株式会社 代表取締役社長 藤本 明裕 

東京都千代田区岩本町 3-10-1 

山崎製パン株式会社 代表取締役社長 飯島 延浩 

東京都港区港南 1丁目8番27号日新ビル 12階 

株式会社しんきん情報サービス 代表取締役社長 馬場 英一 

広島県広島市安佐北区安佐町大字久地 665-1 

 株式会社ポプラ 代表取締役社長 目黒 俊治 

北海道札幌市中央区南 9条西5丁目421番地 

株式会社セコマ 代表取締役社長 赤尾 洋昭 

 東京都千代田区内幸町1-1-1帝国ホテルタワー13Ｆ 

ビリングシステム株式会社 代表取締役 江田 敏彦 

東京都千代田区紀尾井町 1-3 

PayPay株式会社 代表取締役社長執行役員 CEO 中山 一郎 

東京都品川区西品川 1丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー22階 

LINE Pay株式会社 代表取締役社長 CEO 前田 貴司 

東京都港区芝浦 3-1-21msb Tamachi田町ステーションタワーＳ 

株式会社ファミマデジタルワン 代表取締役社長 中野 和浩 

東京都千代田区飯田橋 3丁目10番10号ガーデンエアタワー 

KDDI株式会社 代表取締役社長  髙橋 誠 

委託期間 令和4年4月1日から令和7年3月31日まで 

（令和4年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 223号 

 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 158 条第 1 項の規定により、次のとおり徴収の事務を委託したの

で、同条第 2項の規定により告示する。 

令和 4年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 受託者・徴収事務 
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受託者 徴収事務 

奈良市高天町43番地1 

株式会社まほろばの杜 

代表取締役 原田 徹雄 

奈良市火葬場の使用料 

2 委託の期間 

 令和 4年4月1日から令和19年3月31日まで 

（令和4年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 224号 

 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 158 条第 1 項の規定により、次のとおり徴収の事務を委託したの

で、同条第 2項の規定により告示する。 

令和 4年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 受託者・徴収事務 

受託者 徴収事務 

奈良市八条一丁目790-1 

公益社団法人 奈良市シルバー人材センター 

理事長 西谷 忠雄 

放置自転車等移動手数料 

放置自転車等保管手数料 

2 委託の期間 

 令和 4年4月1日から令和5年3月31日まで 

（令和4年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 225号 

 固定資産課税台帳に登録すべき令和 4年度の固定資産の価格等の全てを登録したので、地方税法（昭和 25年法律

第226号）第411条第2項の規定により公示する。 

 令和 4年4月1日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

（令和4年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 226号 

 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 158 条第 1 項の規定により、次のとおり収納の事務を委託したの

で、同条第 2項の規定により告示する。 

令和 4年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 受託者・収納事務 

受託者 収納事務 

東京都千代田区一番町25番地 

地方公共団体情報システム機構 

理事長 吉本 和彦 

戸籍謄抄本交付手数料 

戸籍の附票の写し交付手数料 

住民票の写し交付手数料 

印鑑登録証明書交付手数料 

課税（非課税）証明書交付手数料 

2 委託の期間 

 令和 4年4月1日から令和5年3月31日まで 

（令和4年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 227号 

 地方自治法（平成 22年法律第 67号）第231号の2の3第2項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定し
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たので、奈良市会計規則（昭和 40年奈良市規則第1号）第 22条の2第2項の規定により告示する。 

 令和 4年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定納付受託者・指定納付受託者に納付させる歳入の種類 

指定納付受託者 指定納付受託者に納付させる歳入の種類 

東京都渋谷区恵比寿南3-5-7 デジ

タルゲートビル10階 

株式会社DGフィナンシャルテクノ

ロジー 

代表取締役執行役員社長 篠 寛 

 

戸籍謄抄本等交付手数料 

戸籍記載事項証明書交付手数料 

除籍謄抄本等交付手数料 

除籍記載事項証明書交付手数料 

届出又は申請の受理等の証明書交付手数料 

届書等閲覧手数料 

住民基本台帳閲覧手数料 

住民票の写し又は住民票記載事項証明書交付手数料 

住民票の写し広域交付手数料 

除票の写し又は除票記載事項証明書交付手数料 

戸籍の附票の写し交付手数料 

戸籍の附票の除票の写し交付手数料 

印鑑登録証明書交付手数料 

2 指定期間 

令和 4年4月1日から令和5年3月31日まで 

（令和4年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 228号 

 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 158 条第 1 項の規定により、次のとおり徴収の事務を委託したの

で、同条第 2項の規定により告示する。 

令和 4年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 受託者・徴収事務 

受託者 徴収事務 

奈良県橿原市城殿町459 大和平野土地改良区内 

公益社団法人 奈良県獣医師会 

会長 𠮷岡 豊 

狂犬病予防注射済票交付手数料 

2 委託の期間 

 令和 4年4月1日から令和5年3月31日まで 

（令和4年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 229号 

 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第158条第1項の規定により､次のとおり徴収の事務を委託したので、

同条第 2項の規定により告示します｡ 

 令和 4年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 受託者・徴収事務 

受  託  者 徴 収 事 務 

奈良市柏木町519番地の7 

一般社団法人 奈良市医師会 

会長 国分 清和 

休日夜間応急診療所使用料 

休日夜間応急診療所手数料 

奈良市二条町二丁目9番2号 休日歯科応急診療所使用料 
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一般社団法人 奈良市歯科医師会 

会長 森 直樹 
 

2 委託の期間 

委託の期間 徴 収 事 務 

令和4年4月1日から 

令和5年3月31日まで 

休日夜間応急診療所使用料 

休日夜間応急診療所手数料 

令和4年4月1日から 

令和5年3月31日まで 
休日歯科応急診療所使用料 

 

（令和4年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 230号 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）第 6条第 1項の規定により、令和 4年度の一般廃

棄物処理実施計画を定めたので、奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和 48年奈良市条例第 35号）第7条

第1項の規定により、別紙のとおり告示する。 

 令和 4年4月1日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  
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令和 4年 5月 2日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 71号 

－ 95 － 
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奈良市告示第 231号 

 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 158 条第 1 項の規定により、次のとおり徴収の事務を委託したの

で、同条第 2項の規定により告示します。 

令和 4年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 受託者・徴収事務 

受託者 徴収事務 

奈良市大安寺三丁目10番 21号 

株式会社 奈良市清美公社 

代表取締役 原 克巳 

し尿の収集運搬に係る一般廃棄物処理手数料 

（月ヶ瀬・都 を除く地域に限る） 

2 委託の期間 

 令和 4年4月1日から令和5年3月31日まで 

（令和4年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 232号 

 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 158 条第 1 項の規定により、次のとおり徴収の事務を委託したの

で、同条第 2項の規定により告示する。 

令和 4年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 受託者・徴収事務 

受託者 徴収事務 

奈良市二条町二丁目9番 2号 

一般社団法人 奈良市歯科医師会 

会長 森 直樹 

奈良市立みどりの家歯科診療所にかかる使用料及び

手数料                                                      

2 委託の期間 

 令和 4年4月1日から令和5年3月31日まで 

（令和4年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 233号 

介護保険法（平成 9年法律第 123号）第41条第1項及び第 53条第1項の規定により、指定居宅サービス事業者及

び指定介護予防サービス事業者を指定したので、同法第 78 条第 1号及び第 115条の 10 第 1号の規定により公示す

る。 

令和 4年4月4日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定年月日 令和4年4月 1日 

事業所番号 
サービスの

種類 

事業者 事業所 

名称 住所 名称 住所 

2970190001 訪問介護 
株式会社スーパー・

コート 

大阪府大阪市西

区西本町一丁目 7

番7号 

スーパー・コー

トプレミアム奈

良・学園前訪問

介護事業所 

奈良県奈良市学園

南三丁目15‐35

ルミエール101号

室 

2970190019 訪問介護 T.P.O.S合同会社 

京都府木津川市

加茂町大野内畑

18番地 

介護ステーショ

ン がじゅまる 

奈良県奈良市法蓮

町433番地1グロ

ーリー新大宮310 

2960199103 訪問看護 株式会社福丸 京都府木津川市 訪問看護ステー 奈良県奈良市芝   
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木津殿城 90番地

6 
ション福丸 

町二丁目5‐3タ

ウニィマサキ105

号室 

2 指定年月日 令和4年4月 1日 

事業所番号 
サービスの

種類 

事業者 事業所 

名称 住所 名称 住所 

2960199103 
介護予防訪

問看護 
株式会社福丸 

京都府木津川市

木津殿城 90番地

6 

訪問看護ステー

ション福丸 

奈良県奈良市芝

町二丁目5‐3タ

ウニィマサキ105

号室 

（令和4年4月4日掲示済） 

 

奈良市告示第 234号 

介護保険法（平成 9年法律第 123号）第 46条第 1項の規定により、指定居宅介護支援事業者を指定したので、同

法第85条第1号の規定により公示する。 

令和 4年4月4日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定年月日 令和4年4月 1日 

事業所番号 
サービスの

種類 

事業者 事業所 

名称 住所 名称 住所 

2970190027 
居宅介護支

援 

社会福祉法人うね

び会 

奈良県橿原市北

越智町 322番地 

ケアプランセン

ターぽれぽれ青

山 

奈良県奈良市青山

四丁目3番地の2 

（令和4年4月4日掲示済） 

 

奈良市告示第 235号 

 奈良市総合福祉センターの指定管理者を指定したので、奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関す

る条例（平成 17年奈良市条例第 85号）第4条第3項の規定により次のとおり告示します。 

 令和 4年4月5日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定管理者を指定する公の施設 

 奈良市左京五丁目 3番地の1 

 奈良市総合福祉センター 

2 指定管理者の所在地及び名称 

 奈良杏町 79番地の4 

 社会福祉法人奈良市社会福祉協議会 

 会長 福井 重忠 

3 指定管理者の指定の期間 

 令和 4年4月1日から令和5年3月31日まで 

4 指定管理者が行う業務の範囲 

(1) 奈良市総合福祉センター条例第 5条（第3号及び第4号を除く。）、第9条、第14条及び第16条に掲げる事業 

の実施に関すること。 

(2) 奈良市総合福祉センター（みどりの家歯科診療所及びみどりの家はり・きゅう治療所を除く。）の利用承認及 

び利用制限に関すること。 

(3) 奈良市総合福祉センターの施設及び附属設備の維持管理に関すること。 

(4) その他市長が定めること。 

（令和4年4月5日掲示済） 
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奈良市告示第 236号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 252条の 36第 1項の規定により、次のとおり包括外部監査契約を締結し

たので、同条第 5項の規定により告示する。 

 令和 4年4月6日 

 奈良市長 仲 川 元 庸  

1 包括外部監査契約の期間の始期 

令和 4年4月1日 

2 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法 

 契約で定める基本費用の額並びに契約に定めるところにより算定した執務費用及び実費の額の合算した金額とす

る。 

3 包括外部監査契約の相手方の氏名及び住所 

 氏名 福竹 徹 

住所 滋賀県草津市渋川1丁目 2番26-2407号 

4 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法 

 契約の定めるところによる。 

（令和4年4月6日掲示済） 

 

奈良市告示第 237号 

 奈良市住居表示に関する条例（昭和 42年奈良市条例第21号）第3条の規定により、次のとおり、住居番号を設定

したので、同条第 4項の規定により告示する。 

 令和 4年4月6日 

  奈良市長 仲 川 元 庸  

住居番号をつけた建造物の表示 

四条大路二丁目5番11-室番号 西大寺国見町三丁目 3番5号 

西大寺本町4番27-3号 学園南一丁目 4番12号 

菅原東二丁目2番1号 登美ヶ丘六丁目 1番10号 

恋の窪一丁目13番3号 六条二丁目 10番25号 

西大寺竜王町一丁目5番 16号 六条二丁目 20番65号 

五条西一丁目16番3号 帝塚山四丁目 3番12号 

五条西一丁目16番2号 西登美ヶ丘三丁目 16番3号 

芝 町三丁目5番29-室番号 学園緑ヶ丘一丁目 15番15号 

四条大路五丁目2番27-室番号 四条大路三丁目 4番36-2号 

三条大路三丁目1番7-室番号 六条西五丁目 15番48-4号 

六条西三丁目23番25号 中登美ヶ丘五丁目 11番2号 

疋田町二丁目6番9号 西登美ヶ丘四丁目 11番5号 

帝塚山五丁目10番3号 西大寺竜王町一丁目 5番15号 

登美ヶ丘三丁目5番7号  

西登美ヶ丘一丁目19番8号  

西大寺竜王町一丁目5番 37号  

六条二丁目9番58-4-室番号  

七条東町3番14-2号  

六条三丁目9番24号  

（令和4年4月6日掲示済） 

 

奈良市告示第 238号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第 1項の規定により告示する。 
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 令和 4年4月7日 

  奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 4年4月7日 

3 移動対象区域 

近鉄大和西大寺駅周辺、近鉄西ノ京駅周辺及び近鉄奈良駅周辺自転車等放置禁止区域  

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費 自転車     2,000円 

       原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から 14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和4年4月7日掲示済） 

 

奈良市告示第 239号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により西大寺新田町自治会から告示した事項の

変更の届出があったので、同条第 10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和 4年4月7日 

   奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

2 変更の年月日 

 令和 4年 4月 1日 

（令和4年4月7日掲示済） 

 

奈良市告示第 240号 

  地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の 2 第 11 項の規定により六条緑町二丁目自治会から告示

した事項の変更の届出があったので、同条第 10項の規定により次のとおり告示する。 

  令和 4年 4月 7日 

      奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 直井 泰男 北川 郁代 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所  

中島 純一 

奈良市西大寺小坊町 6番 13号 

片根 得光 

奈良市西大寺新田町 3番 21号 

主たる事務所の 

所 在 地 
奈良市西大寺小坊町 6番 13号 奈良市西大寺新田町 3番 21号 
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及び住所 奈良市六条緑町二丁目 11番 11号 奈良市六条緑町二丁目 10番 6号 

2 変更の年月日 

 令和 4年 4月 1日 

（令和4年4月7日掲示済） 

 

奈良市告示第 242号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 252条の 14第 1項の規定により、児童自立支援施設の事務を、次の規約

により奈良県に委託した。 

令和 4年4月13日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

  奈良市と奈良県との間の児童自立支援施設の事務の委託に関する規約 

（児童自立支援施設の事務の委託） 

第 1条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 252条の 14第 1項の規定に基づき、奈良市（以下「甲」という。）

は、児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第44条の規定による児童自立支援施設の事務を奈良県（以下「乙」と

いう。）に委託する。 

 （管理及び執行の方法） 

第 2 条 乙が前条の規定により委託を受けた事務（以下「委託事務」という。）の管理及び執行については、乙の条

例、規則その他の規程の定めるところによるものとする。 

（経費） 

第3条 委託事務を処理する場合において要する経費は、乙が支弁する。ただし、その費用は、甲が負担するものと

する。 

2 前項の経費の額及び納付の時期は、甲と乙が協議して定める。 

 （その他必要な事項） 

第4条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定める。 

附 則 

 この規約は、令和 4年4月1日から施行する。 

（令和 4年4月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 243号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 38第 1項の規定に基づく、認可地縁団体が所有する不動産

の所有権の保存又は移転の登記に係る公告申請書が提出されたので、同条第 2項の規定により、次のとおり公告

します。 

 このことに異議のある登記関係者等は、公告期間内に申し出てください。 

 令和 4年4月13日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 申請を行った認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所 

 名称：長谷町自治会 

区域：奈良市長谷町の全区域とする  

主たる事務所の所在地：奈良市長谷町 1032番地の 1 

2 申請不動産に関する事項 

別紙のとおり 

3 公告期間 告示日から 3ヶ月間 

令和 4年 4月 13日から令和 4年 7月 12日まで 

4 異議を述べることができる者の範囲 

  異議を述べることができる登記関係者等は、上記不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人

若しくはこれらの相続人又は不動産の所有権を有することを疎明する者 

5 異議を述べる方法 

  奈良市長に対し、地方自治法施行規則（昭和 22年内務省令第 29号）第 22条の 3第 3項に規定する申

出書の様式に必要事項を記載し、登記関係者等であること及び申出書に記載された氏名及び住所を確認
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できる書類等を添えて提出してください。 

6 異議申出書の提出先 

〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目 1番 1号 

奈良市市民部地域づくり推進課 

別紙省略 

（令和 4年4月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 244号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により六条緑町三丁目自治会から告示した事項

の変更の届出があったので、同条第 10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和 4年4月13日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

2 変更の年月日 

 令和 4年 4月 1日 

（令和 4年4月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 245号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により今在家町自治会から告示した事項の変更

の届出があったので、同条第 10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和 4年4月13日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

2 変更の年月日 

 令和 4年 1月 23日 

（令和 4年4月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 246号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第123号）第29条第1項に規定す

る指定障害福祉サービス事業者を指定したので、同法第 51条第1号の規定に基づき告示する。 

令和 4年4月13日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定年月日 令和4年4月 1日 

事業所番号 
事業者 事業所 サービ

ス種類 

指定 

有効期限 名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2910100805 

社会福祉 

法人青葉

仁会 

630-2152  

奈良県奈 

良市杣ノ

川町50-1 

水間ワーク 

ス 
630-2151 

奈良市 

水間町

3030-1 

就労継 

続支援

A型 

令和10 

年3月

31日 

2910102322 

特定非営

利活動法

人Msねっ 

630-8113 

奈良県奈

良市法蓮

町433番 

るあんMoMo 631-0078 

奈良市

富雄元

町一丁 

就労継

続支援

Ｂ型 

令和10

年3月

31日 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所  

西川 静雄 

奈良市六条緑町三丁目 6番 26号 

川村 和之 

奈良市六条緑町三丁目 6番 4号 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

事務所の所在地 奈良市川上町 574番地 奈良市今在家町 52番地 

代表者の氏名 

及 び 住 所  

稲田 哲男 

奈良市川上町 574番地 

樋口 徹 

奈良市今在家町 52番地 
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と 

 

地1グロ

ーリー新

大宮1階 
  

目 22-

12タワ

ーア・

ラ・モ

ード

101号 

  

2910103668 

株式会社

服部モー

ターズ 

630-8013 

奈良県奈

良市三条

大路3丁

目502番

1号 

就労継続支

援 B 型事業

所フラッフ

ィー 

630-8013 

奈良市

三条大

路 502

番 1号 

就労継

続支援

Ｂ型 

令和10

年3月

31日 

2910103676 

株式会社

すみれサ

ポート 

631-8033 

奈良県奈

良市五条

一丁目2

番30号 

coco 631-0846 

奈良市

平松二

丁目 22

番 21

号 

短期入

所 

令和10

年3月

31日 

（令和 4年4月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 247号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第 123号）第 51条の 14第 1項に

規定する指定一般相談支援事業者を指定したので、同法第 51条の30第1項第1号の規定に基づき告示する。 

令和 4年4月13日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定年月日 令和4年4月 1日 

事業所番号 
事業者 事業所 サービ

ス種類 

指定 

有効期限 名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2930100934 

けいはん

なソーシ

ャルサー

ビス株式

会社 

605-0812 

京都府京

都市東山

区東大路

松原上る

四丁目毘

沙門町30

番地2イ

ーストビ

ル3階303 

相談支援事

業所たちば

な 

631-0012 

奈良市

中山町

39-1A-

101 

地域移

行支援 

地域定

着支援 

令和10

年3月

31日 

（令和 4年4月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 248号 

児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者を指定したの

で、同法第 21条の5の25第1号の規定に基づき告示する。 

令和 4年4月13日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定年月日 令和4年4月 1日 

事業所番号 
事業者 事業所 サービ

ス種類 

指定 

有効期限 名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2950100053 一般社団 544-0034 大阪府大阪 きらら kids 630-8114 奈良市芝 保育所 令和10  
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法人芳縁

会 
 

市生野区桃

谷四丁目4

番3号 

奈良  町二丁

目11-1 

MLビル

3F 

等訪問

支援 

年3月

31日 

2950100210  

一般社団

法人

L’abri 

630-8325 

奈良県奈良

市西木 町

33番地の3 

エデン 630-8325 

奈良市西

木 町

33番地

の3 

放課後

等デイ

サービ

ス 

令和10

年3月

31日 

2950100293 

特定非営

利活動法

人ともに 

630-8101 

奈良県奈良

市青山八丁

目104番地 

ともに 630-8101 

奈良市青

山八丁目

104番地 

保育所

等訪問

支援 

居宅訪

問型児

童発達

支援 

令和10

年3月

31日 

（令和 4年4月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 249 号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第123号）第29条第1項に規定す

る指定障害福祉サービス事業者を指定（更新）したので、同法第 51条第1号の規定に基づき告示する。 

令和 4年4月13日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定更新年月日 令和4年 4月1日 

事業所番号 
事業者 事業所 サービ

ス種類 

指定 

有効期限 名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2910101225 

特定非営

利活動法

人ふぁー

ちぇ 

631-0016 

奈良県奈

良市学園

朝日町

2-6ハイ

マート学

園前203 

たむたむ荘 631-0016 

奈良市

学園朝

日町 2-

6ハイ

マート

学園前

203 

就労継

続支援

B型 

令和10

年3月

31日 

2910101241 

社会福祉

法人なら

やま会 

630-8104 

奈良県奈

良市奈良

阪町

2532-3 

生活介護事

業所ウィ

ズ・ユー 

630-8104 

奈良市

奈良阪

町 2292

番地の

2 

生活介

護 

令和10

年3月

31日 

2910101258 

株式会社

すみれサ

ポート 

630-8033 

奈良県奈

良市五条

一丁目2

番30号 

株式会社す

みれサポー

ト 

631-0846 

奈良市

平松一

丁目

32-25- 

1 

居宅介

護 

重度訪

問介護 

行動援

護 

令和10

年3月

31日 

2910101910 

一般社団

法人みや

こいち福

祉会 

630-8114 

奈良県奈

良市芝

町一丁目

7番18 

ジョイアス

スクールつ

なぎ 

630-8141 

奈良市

南京終

町七丁

目 540- 

就労移

行支援 

令和10

年3月

31日 
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号   5 2階 

  

2910102454 

社会福祉

法人寧楽

ゆいの会 

631-0823 

奈良県奈

良市西大

寺国見町

三丁目5

番5号 

ぐっど・た

いむ 
630-8357 

奈良市

杉ヶ町

27番地

1西本

ビル 2

階 

居宅介

護 

重度訪

問介護 

行動援

護 

令和10

年3月

31日 

（令和 4年4月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 250号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第 123号）第 51条の 17第 1項第

1号に規定する指定特定相談支援事業者を廃止したので、同法第 51条の30第2項第2号の規定に基づき告示する。 

令和 4年4月13 日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 廃止年月日 令和4年3月 31日 

事業所番号 
事業者 事業所 サービス

種類 名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2930100520 

社会福祉

法人史明

会 

630-2192 

奈良県奈良

市鹿野園町

1584番地の

2 

相談支援

事業所リ

ノ 

630-8054 

奈良市七条西

町二丁目928

番地 

計画相談

支援 

（令和 4年4月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 251号 

児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者を廃止したの

で、同法第 21条の5の25第2号の規定に基づき告示する。 

令和 4年4月13日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 廃止年月日 令和4年3月 31日 

事業所番号 
事業者 事業所 サービス

種類 名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2950160503 
合同会社 

ku-chi 
630-8423  

奈良県奈良

市出屋敷町

17-98 

児童発達

支援あり

す 

630-8423  

奈良県奈良市

出屋敷町17-

98 

児童発達

支援 

（令和 4年4月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 252号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第123号）第29条第1項に規定す

る指定障害福祉サービス事業者を廃止したので、同法第 51条第2号の規定に基づき告示する。 

令和 4年4月13日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 廃止年月日 令和4年3月 31日 

事業所番号 
事業者 事業所 サービス 

種類 名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2910102447 
有限会社

ISD 
630-8012 

奈良県奈良

市二条大路 

有限会社 

ISD 
630-8012 

奈良市二条

大路南二丁 

行動援護 

同行援護 
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南二丁目2-

22-1 
  

目 2-22-1 
 

2910102686 
株式会社

ルピナス 
590-0434 

大阪府泉南

郡熊取町小

谷北一丁目

18番32号 

ヘルパー

ステーシ

ョンルピ

ナス 

630-8115 

奈良市大宮

町四丁目

275番地の5

森村第 2ビ

ル 303号室 

居宅介護重

度訪問介護 

行動援護 

2910102769 

合同会社

カレージ

ハブ 

630-8127 

奈良県奈良

市三条添川

町2番8号

3F 

元氣の里

太陽 
630-8127 

奈良市三条

添川町 1番

5号2F  

就労継続支

援B型 

（令和 4年4月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 253号 

 国税徴収法（昭和 34年法律第 147号）第54条の規定に基づく差押調書（謄本）については、その送達を受けるべ

き者の住所等が不明のため送達することができないので、地方税法（昭和 25年法律第226号）第20条の第1項の規

定により、次のとおり公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、総務部滞納整理課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば

いつでも交付する。 

 令和 4年4月13日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 送達をすべき文書 

 差押調書（謄本） 

2 送達を受けるべき者 

省略 

（令和 4年4月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 254号 

 国土調査を行うので、国土調査法（昭和 26年法律第180号）第7条の規定により次のとおり公示する。 

 令和 4年4月13日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 事業計画が決定された年月日 

令和 4年4月1日 

2 調査を実施する者の名称 

奈良市 

3 調査地域 

奈良市百楽園一丁目、百楽園二丁目、百楽園三丁目、百楽園四丁目、百楽園五丁目、鶴舞西町の一部、学園新田 

町、南登美ヶ丘、登美ヶ丘一丁目、二名二丁目、学園北一丁目 

4 調査期間 

 令和 4年4月1日から令和5年3月31日まで 

（令和 4年4月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 255号 

 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第36条第3項の規定により、開発行為に関する工事が完了したことを次の

とおり公告する。 

 なお、当該開発区域を表示した図書は、都市整備部開発指導課において一般の閲覧に供する。 

 令和 4年4月14日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  
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1 許可の年月日及び番号 

令和 2年7月17日 奈良市指令整開 第20A -15号  

2 検査済証の交付年月日及び番号 

開発行為 令和4年4月14日 第1807号 

公共施設 令和4年4月14日 第897号 

3 開発区域に含まれる地域 

奈良市三条本町 1002番2、1003番及び1004番2 

4 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

 奈良県大和郡山市北郡山町 106番地 

DMG森精機株式会社 代表取締役 森 雅彦 

5 公共施設の種類、位置及び区域 

防火水槽：奈良市三条本町1004番2の一部 

（令和 4年4月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 257号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第 1項の規定により告示する。 

 令和 4年4月14日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 4年4月14日 

3 移動対象区域 

 近鉄学園前駅周辺、ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費 自転車     2,000円 

       原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から 14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和 4年4月14日掲示済） 

 

奈良市告示第 261号 

 令和 4年奈良市告示第218号（予防接種の実施）の一部を次のように改正する。 

令和 4年4月15日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

 別紙 1の表中 
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（令和 4年4月15日掲示済） 

 

奈良市告示第 262号 

 住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を住民基本台帳法（昭和 42年法律第81号第11条第3項及び第11条の2第

12項）の規定により次のとおり公表します。 

 令和 4年4月15日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

有馬 純 
ありまこどもク

リニック 

北登美ヶ丘四丁

目1-18 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

有馬 純 
ありまこどもク

リニック 

北登美ヶ丘四丁

目1-18 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

飯田 孝志 飯田医院 北市町36         ○    

鶴原 志のぶ 大西クリニック 漢国町10 ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

鶴原 志のぶ 大西クリニック 漢国町10 ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ 

奥 成顕 奥医院 東城戸町53 ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○   

奥 成顕 奥医院 東城戸町53  ○  ○ ○        

田中 幸博 田中医院 百楽園二丁目 1-1  44-6669 

田中 輝房 田中小児科医院  右京四丁目 14-14  71-6660 

田中 幸博 田中医院 百楽園二丁目 1-1  44-6669 
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（令和 4年4月15日掲示済） 

 

公 営 企 業 

奈良市企業局告示第 11号 

奈良市公共下水道事業受益者負担に関する条例（昭和 45年奈良市条例第16号）第5条の規定により、負担金の賦

課対象区域を定めたので、次のとおり告示する。 

なお、関係図書は令和 4年4月 1日から2週間、奈良市企業局事業部下水道事業課に備え置いて縦覧に供する。 

令和 4年4月1日 

奈良市公営企業管理者  池 田   修  

賦課対象区域（第 2負担区） 

敷島町一丁目の一部 

敷島町二丁目の一部 

学園中五丁目の一部 

賦課対象区域（第 3負担区） 

山陵町の一部 

（令和4年4月1日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 12号 

 奈良市企業局公金徴収事務等委託規程（平成 6年奈良市水道局管理規程第 11号）第 4条の規定に基づき、次のと

おり徴収事務等を委託したので告示する。 

 令和 4年4月1日 

  奈良市公営企業管理者  池 田   修  

1 委託の範囲 宿日直窓口における水道料金及び下水道使用料等の収納業務 

2 受託者 奈良市芝 町四丁目 6-2 

      南都ビルサービス株式会社 

      代表取締役 藤野 正明 

3 委託期間 令和4年4月1日から令和 5年3月31日まで 

（令和4年4月1日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 13号 

 公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下水道法（昭和 33年法律第79号）第 9条の規定に基づき次の

とおり告示する。 

 なお、その関係図書は、令和 4年4月1日から2週間、奈良市企業局事業部下水道事業課において一般の縦覧に供

する。 

 令和 4年4月1日 

  奈良市公営企業管理者  池 田   修  

 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日 

 令和 4年4月15日 

下水を排除及び下水を処理すべき区域 
排水施設の

位置 

排水施設の合流

式又は分流式の

別 

終末処理場の位置及び名称 

紀寺町973-1他 ① 合流 
 

 

大和郡山市額田部南町 160 

奈良県浄化センター 

今市町279-1他 ② 分流 

西ノ京町119-3 ③ 分流 

神殿町390-4他 ④ 分流 

西大寺北町三丁目398他 ⑤ 分流 
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大安寺西二丁目288-1 ⑥ 分流 

 

西大寺本町264-9 ⑦ 分流 

南紀寺町五丁目80-6 ⑧ 分流 

高畑町44-5 ⑨ 分流 

学園中三丁目705-63 ⑩ 分流 

西大寺竜王町一丁目1557-1他 ⑪ 分流 

位置図省略 

（令和4年4月1日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 14号 

 農業集落排水事業の供用及び汚水の処理を開始するので、奈良市農業集落排水処理施設条例（平成 12 年奈良市条

例第43号）第4条の規定に基づき次のとおり告示する。 

 なお、その関係図書は、令和 4年4月1日から2週間、奈良市企業局事業部下水道事業課において一般の縦覧に供

する。 

 令和 4年4月1日 

    奈良市公営企業管理者  池 田   修  

 農業集落排水の供用及び汚水の処理を開始する年月日 

 令和 4年4月15日 

汚水を排除及び汚水を処理

すべき区域 
排水施設の位置 

排水施設の合流式又

は分流式の別 
終末処理場の位置及び名称 

横田町374 Ｎ① 分流 
此瀬町34 

田原地区浄化センター 

位置図省略 

（令和4年4月1日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 15号 

 奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成 10年奈良市水道局管理規程第 7号）第 4条第 1項の規定により

奈良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規程第 10条の規定により次のとおり公示する。 

 令和 4年4月12日 

    奈良市公営企業管理者  池 田   修  

名  称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日 

高栄工業株式会社 
代表取締役 氏原 

里志 
奈良県天理市田部町 94番地の5 令和4年3月30日 

 

（令和 4年4月12日掲示済） 

 

教 育 委 員 会     

奈良市教育委員会告示第 8号 

 令和 4年 4月定例教育委員会を次のとおり開催しますので、奈良市教育委員会会議規則（昭和 57年奈良市教育委

員会規則第 12号）第3条第2項の規定により告示します。 

令和4年4月13日 

      奈良市教育委員会     

      教育長 北 谷 雅 人  

1 日 時 

令和 4年4月19日（火） 午前 10時から 

2 場 所 
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奈良市役所 中央棟地下1階 Ｂ1会議室 

3 会議に付すべき事案 

教育長報告 

（1）奈良市黒髪山キャンプフィールドの臨時開所について 

（2）令和5年度使用奈良市立高等学校教科用図書採択の基本方針について 

議事  

議案第1号 奈良市公民館運営審議会委員の委嘱又は任命について 

議案第2号 奈良市いじめ防止基本方針策定委員会委員の委嘱について 

議案第3号 奈良市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 

議案第4号 奈良市学校給食センター条例の一部改正について 

議案第5号 奈良市立図書館協議会委員の委嘱又は任命について 

議案第6号 奈良市教育委員会処務規則の一部改正について 

 傍聴受付は、開催日の午前 9時から午前 9時 50分まで、教育政策課にて行います。定員は 5名で、定員になり次

第締切させていただきます。 

（令和 4年4月13日掲示済） 

 

農 業 委 員 会 

奈良市農業委員会告示第 4号 

奈良市農業委員会令和 4年4月農業委員会総会の会議を次のとおり招集しますので、奈良市農業委員会総会会議規

則(昭和32年奈良市農業委員会告示第 3号)第2条第1項の規定により告示します。 

令和 4年4月7日 

奈良市農業委員会長 巽 一孝  

1 日時 

 令和 4年4月14日（木） 午前 10時00分 

2 場所 

 奈良市二条大路南一丁目1番 1号  

 奈良市役所北棟 6階 601会議室 

3 審議案件  

・法令等に基づく事務関係 

（1）農地法（昭和27年法律第229号）第3条、第4条及び第5条に関する 

   許可申請及び届出について 

（2）事業計画変更申請について 

（3）農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18条第1項の規定による 

   農用地利用集積計画について 

（4）農地法施行規則第29条第1号に該当する転用の届出について（3月専決処理分） 

（5）農地法第18条第6項の規定による通知の受理について（3月専決処理分） 

（6）農地法第6条の2第1項の規定による農地所有適格法人以外の者の要件確認について 

（7）生産緑地法（昭和49年法律第68号）第13条の規定による生産緑地の取得のあっせん結果について 

（8）知事許可について（3月許可分） 

（令和4年4月7日掲示済） 


